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第２４８３回 例 会 令和 6 年 3 月 5日 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

点     鐘 … 飯田 貴之 会長 

国      歌 … 君 が 代 

ロータリーソング … 奉 仕 の 理 想 

来訪ロータリアン紹介 

… 親睦活動･家族委員会 

会 長 挨 拶 … 飯田 貴之 会長 

御 祝 披 露 … 飯田 貴之 会長 

誕 生 祝 … なし 

結婚記念日 … なし 

入会記念日 … なし 

 

幹 事 報 告 … 大木 啓嗣 幹事  

 

 

 

 
ニコニコＢＯＸ … 親睦活動･家族委員会 

卓 話 

「銚子地域における労働市場」 

銚子公共職業安定所 

所長 香取 忠良 氏 

 

出 席 報 告 … 出席･プログラム委員会 

 

来週のプログラム（令和6 年 3 月 12日） 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

卓 話 

「『地域で支える子育て支援』 

   銚子市ファミリー・サポート・センター」 

  銚子市社会福祉協議会 福森 秀子 様 

   

お食事「 膳 」 

河津桜と菜の花 
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第2482回例会(令和6年2月27日) 

会長挨拶               飯田 貴之 

利き手以外を使って、脳力を上げる 

（加藤俊徳・㈱脳の学校代表） 

世の中は、右利き社会です。駅の自動改札など、ほとんどのイ

ンフレは、右利き用に出来ています。私は、左利きなので、生活

のなかで困ることがたくさんあります。例えば、はさみも右利き用

がほとんどです。右では指を上手く動かせず、左手に持ち帰ると

切りにくい。右利き用のものを左手で使えるように、工夫する力が

つきました。楽器もほとんど右利き用に出来ています。最近は左

利き専門店もあるようですが、小学校 6 年生で買ったギターは、

右利き用でした。慌てて弦を張り替えましたが、何かかっこが悪く、

結局馴染めませんでした。 

一方で左利きが有利な点もあるありました。私は、格闘技が得意

なのですが、競技者の多くは、右利きです。左利きの私は、右利

きの人と練習をしますが、右利きの人が左利きの人と練習するこ

とは、あまりありません。初対面で戦う相手が右利きの場合は圧

倒的に有利でした。 

脳の使える範囲を広げる 

モーツァルトやレオナルド・ダビンチ、ビル・ゲイツなど、優れた

芸術家や組織を把握する能力に優れた人には左利きが少なか

らずいます。 

 人間の脳は、左右でつながっているので、利き手しか使わない

と脳の使える範囲は限られてしまいます。左利きの人は、右手を

使うことで、その範囲を広げているのです。右利きの人が左手を

使うのも同様のことが言えます。両方の手を使えるようにトレーニ

ングすれば脳の活用範囲を広げることが出来ます。 

 利き手の違いが脳の育ち方に影響することを知れば、脳の可

能性を広げることが出来るのです。特に右利きの人は、使ってな

い部分が多いので、まだまだ自分の能力は、こんなもんじゃない

と思ってよいのです。左手使っていたら突然発想力が湧いて、自

分が開発した商品が大ヒットする、そんな可能性さえあるのです。 

箸ではなくフォークから 

 そうは言っても､いきなり箸を左手で持ったらご飯をおいしく食

べられません｡まずはフォークを左手で持ってフルーツを食べる､

電気のスイッチを左手で押すなど簡単なことから始めてみてくだ

さい。人間の脳は、二週間集中的に同じことをやると､どんどん変

わっていきます。 

 ただし子供の場合は注意が必要です。言語能力の発達する 4

歳から10歳位に利き腕を強制すると、吃音や言葉が出にくくなる

などの症状が出ることがあります。 

 左手が使えるのに、右手に変えることは苦痛で負担になるので

す。母国語がしっかりする10歳前後から、利き手と反対の手を使

う訓練をするといいと思います。 

 人間の脳は、鍛えればいくつになっても成長します。体が弱っ

てくると脳も弱ると感じるかもしれませんが、脳は 80 歳になっても

伸びる力を持っています。誰でもいつからでも鍛えられるのが脳

の特性なんです。 

 

経営者100の言葉 

「苦しいい仕事のうちにも愉快があることを 

発見するまでには、幾多の修養を積まなければならない」 

安田善次郎（安田財閥創業者） 

幹事報告 

１・ガバナー事務所より 

・風の便りVol.9_No.7（通刊112号） 

・2024-25年度地区研修・協議会ご案内      受領 

２・例会変更のお知らせ 

 旭ＲＣより 

 3／8(金)→3／5(火) 点鐘12：30「旭商工会館」 

ガバナー公式訪問(八日市場ＲＣと合同) 

3／15(金)→3／17(日) 点鐘14：00「犬吠埼ホテル」ＩＭ 

3／22(金) 点鐘18：30「ホテルサンモール」夜間例会 

3／29(金) 休会(細則第5条第6節(1)により） 受領 

卓 話 

「電子帳簿保存法」 

銚子税務署 法人課税第1部門 

統括官 奈須下 真紀 氏 

本日は、電子帳簿

保存法について話して

ほしいとのご依頼を受

けております。以前、銚

子税務署の佐藤副署

長がこちらでお話をさ

せていただいた内容を

重複すると思いますが、

今年の1月に改正があ

り、事業を行っている全ての方に関係ある内容だと思いますので、

ご説明させていただきたいと思います。初めに電子帳簿保存法

の概要を説明させていただいた後に、電子取引データの保存に

ついて詳細をお話させていただきます。 

 配布資料の確認ですが、「電子帳簿保存法のポイント」という表

題の5枚両面印刷の資料と「令和6年1月からの電子取引デー

タの保存方法」という1枚両面印刷の資料をお配りしています。ま

ずは、「電子帳簿保存法のポイント」の資料を使用します。右下

にページ番号を付しています。 

 では、1 ページ目をお開き下さい。 

皆さまの中には、「もっと経理を楽にやりたい」、「経営状況をリア

ルタイムに把握したい」、「わざわざ出勤して請求書などを処理し

ている」といった、経理に関するお悩みを抱えている方もいらっし

ゃるかと思います。そのようなお悩みを「経理のデジタル化」を通

じて解決るためのツールが、電子帳簿等保存制度です。 

左側 「そもそもどのような制度なのか」について説明します。 

電子帳簿等保存制度とは、会計ソフトで作成した帳簿をプリント

アウトせずにデータのままで保存するためのルールや、経費の

領収書などをスマホで撮影して経理処理・保存をするためのル

ールなどを定めて制度です。 

では、「具体的に何が便利になるのか」です。 

電子帳簿等保存制度を活用することで、紙をファイリングする手

間や保存スペースが不要となる、日付や取引先名でデータを検

索できるため、探したい書類がすぐに見つかる、データ上で経理

処理ができるため、経理担当もテレワークがしやすくなる、など、

事務処理が便利になると考えられます。 

右側に記載していますが、電子帳簿等保存制度は、紙で帳簿

書類を作成・保存している場合は関係ない制度だと誤解されて

いる方もいらっしゃるかもしれませんが、後ほどご説明する電子
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取引データ保存については全ての方にご対応いただく必要があ

ります。 

 それでは、次のページをお開き頂き、電子帳簿等保存制度の

概要をご説明します。 

電子帳簿等保存制度は、文書保存に関係する納税者の負担軽

減を図ることを目的として、帳簿や書類をデータで保存することを

可能とする制度です。 

記録の改ざんなど課税上問題となる行為を防止する必要性を踏

まえ、保存方法などについて一定の要件を設けています。 

電子帳簿等保存制度と一口に言っても、その内容は、①電子

的に作成した帳簿や書類の保存に関する 「電子帳簿等保存」、

②書類をスキャナやスマホで読み込んで保存するための 「スキ

ャナ保存」、③取引情報をデータでやりとりした場合の 「電子取

引データ保存」、という3 つの制度から成っています。 

1 つ目「電子帳簿等保存」は、税法によって保存が必要とされて

いる帳簿や各種書類にのうち、ご自身で最初から一貫してデー

タで作成しているものについて、プリントアウトせずにデータのま

まで保存するための要件を定めています。 

2 つ目「スキャナ保存」は、紙の請求書・領収書などを相手方から

受け取った書類や、ご自身で作成した書類の控えについて、そ

の書類そのものを保存する代わりに、スキャナやスマホで読み取

ったデータを保存するための要件を定めています。 

3 つ目 「電子取引データ保存」は、見積書・契約書・請求書・領

収書などに相当する取引情報のやりとりをデータで行った場合

に、そのデータを一定の要件に沿って保存しておくことを定めて

います。 

ポイントとしては、①「電子帳簿等保存」と②「スキャナ保存」は、

その利用を希望する方のための制度であり、③「電子取引デー

タ保存」は、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務

が課せられている全ての方にご対応いただく必要がある制度と

なっています。 

 次のページからは、それぞれの制度ごとに、どのような制度な

のかご説明していきますが、ページの右上に 「帳簿等・スキャ

ナ・電子取引」といった文字を表示しており、そのページの記述

内容がどの制度に関係するのかを表していますので、参考とし

てください。 

 では、電子帳簿等保存についてご説明します。 

電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な帳簿や書類をパソ

コンなどで作成した場合に、プリントアウトせずにデータのまま保

存することができる制度です。 

この制度により帳簿や書類のデータ保存を始めるにあたって、特

別な手続きは必要ありません。 

電子帳簿等保存の対象になる帳簿や書類には、「会計ソフトで

作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳な

どの帳簿」、「会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表など

の決算関係書類」、「パソコンで作成した見積書、請求書、納品

書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え」など

が該当します。また、訂正・削除をした場合の履歴が残るなどの

要件を満たす電子帳簿については、事後の検証可能性が高い

ので「優良な電子帳簿」として過少申告加算税の軽減措置を受

けることができます。 

なお、「仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存する」

ことは、申告所得税における 65 万円の青色申告特別控除を受

けるための要件の一部にもなっています。 

 では、次のページをご覧ください。このページでは、スキャナ保

存についてご説明します。 

スキャナ保存とは、紙の領収書・請求書などの書類自体を保存

する代わりに、スキャナやスマホで読み取った電子データを保存

することができる制度です。保存するデータは、スキャナやスマホ

で読み取った電子データのほか、デジタルカメラや複合機など

で読み取った電子データでも問題ありません。 

対象になる書類は、取引相手から紙で受け取った書類やご自身

が手書きなどで作成して取引相手に紙で渡す書類の控えや写

しなどです。スキャナ保存を始めるにあたって、原則として、特別

な手続きは必要ありません。 

これからやりとりする書類だけでなく、スキャナ保存を始める日より

前にやりとりした過去分の書類もスキャナ保存することができます。

ただし、過去分の 「重要書類」 についてスキャナ保存する場合

は、あらかじめ届出書を提出する必要があります。 

「重要書類」 とは、資金や物の流れに直結・連動する書類を言

い、たとえば、契約書、納品書、請求書、領収書などが該当しま

す。 

なお、ページ中段、点線で四角く囲んでお示ししているとおり、

契約書、見積書、注文書などの書類はスキャナ保存の対象とな

りますが、棚卸表、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書

類や電子取引データの対象となるデータを出力した書面は、ス

キャナ保存の対象とはなりませんのでご注意ください。 

また、スキャナ保存については様々なルールを満たして保存す

る必要があることから、対応ソフトなどを使用することが一般的で

す。 

 次のページをご覧ください。このページでは、電子取引データ

保存について説明します。 

申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務がある全て

に方にご対応いただく必要がある制度です。 

電子取引データ保存は、領収書・見積書・請求書などに相当す

るデータをやりとりした場合に、一定のルールの下でその電子取

引データを保存しなければならないとする制度です。電子取引

データの対象は、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情

報が含まれているデータです。 

データを受け取った側だけでなく、送った側もそのデータを保存

する必要があります。 

なお、この制度は、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、

紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありま

せん。請求書などをデータでやりとりした場合には、プリントアウト

した書面のみを保存する方法は認められず、やりとりをした電子

取引データそのものを保存する必要があります。保存するデータ

のファイル形式は問いませんので、ＰＤＦに変換したデータやス

クリーンショットをしたデータなどで保存していても問題はありませ

ん。 

 ページをめくってください。 

電子取引データを保存するに当たり、大きく 2 つの要件がありま

す。 

まず、改ざん防止の観点から、左側で示している 4 点のうちいず

れかの措置を講じることが必要です。対応の容易さはそれぞれ

異なると思いますが、一般的には一番下の 「不当な訂正削除の

防止に関する事務処理規定を制定し、遵守する」 方法が、最も

導入しやいのではないかと考えられます。 

事務処理規定については、国税庁のホームページにサンプル

を掲載していますので、参考としてください。 

二つ目の要件として、モニター・説明書などを備え付けてデータ

の内容を確認できる状態にしておくこと、一定の検索が可能 
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な状態にしておくことが必要です。 

ただし、消費税法上の基準期間 （2 年前の課税期間）の売上高

が 「5,000 万円以下」 の保存義務者や電子取引データをプリン

トアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに

整理した状態で提示・提出することができるようにしている保存義

務者については、税務調査などの際に税務職員からの電子取

引データの 「ダウンロードの求め」 に応じることができるようにし

ている場合に限り、「検索要件の充足」 は不要とされています。 

 次のページをお開きください。 

先ほど説明した電子取引データ保存について、一定のルール

に沿った保存ができない場合であっても、このページに記載して

いる (1) と (2) をいずれも満たす場合には、一定のルールに沿

った対応ではなく、電子取引データを保存しておくだけで良いと

いう 「猶予措置」 が講じられています。 

1 つ目の要件は、電子取引データ保存の一定のルールに従っ

て電子取引データを保存することができなかったことについて、

所轄税務署長が相当の理由があると認める場合です。 

2 つ目の要件は、税務調査などの際に税務職員からの電子取

引データの 「ダウンロードの求め」 及びその電子取引データを

プリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じること

ができるようにしている場合です。 

 詳細については、お配りしている資料の 「令和6 年1 月からの

電子取引データの保存方法」 をご覧ください。裏面になります。 

所轄税務署長が相当の理由があると認める理由ですが、例えば 

「人手不足」 「システムの準備が間に合わない」 「資金不足」 な

どが該当します。なお、事前に申請や届け出を頂く必要はありま

せん。つまりは、「電子取引データを消さずに保存しつつ、税務

調査などの際に、電子取引データや電子取引データをプリント

アウトした書面を提示できるように保存しておけば良い」といこと

になります。 

以上が、電子帳簿等保存制度の概要や基本的な取扱いにつ

いてご説明となります。 

より正確に、詳細等をお知りになりたい方は、国税庁ホームペー

ジの 「電子帳簿等保存制度特設サイト」 から取扱通達や一問

一答などをご確認ください。特設サイトには、それぞれの制度の

ポイントをご説明したパンフレットも掲載していますので、ぜひ参

考としてください。 

電子帳簿保存法への対応に関連する補助金として、会計ソフト

や受発注システムなどの導入に対する 「ＩＴ導入補助金」 もあり

ます。詳しくは、ＩＴ導入補助金事務局ホームページをご確認くだ

さい。 

私からは以上となりますが、なにかご質問等ありますか。 

 税務署からのお知らせです。ピンク色の用紙で 「定額減税説

明会のご案内」 というお知らせを配布しています。 

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、昨年12月に令和6年の

税制改正が閣議決定し、法案が通れば、令和6年6月分の所得

税について定額減税を実施することになっております。 

給与支払者の方、源泉徴収義務者の方に向けて、定額減税に

ついての説明会を実施いたします。ご不明な点についてはご質

問もお受けしますので、源泉徴収事務を担当されている方のご

都合の良い日時にご出席ください。 

 確定申告が始まっております。確定申告の際には、税務署に

行かず、待ち時間なく、お好きな時間に対応可能な、大変便利

なスマホ申告をご利用ください。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

臨時理事会開催及び持回り決議 議事録 

日  時 令和6年2月28日(水) 9：35 

通知方法 事務局よりファクシミリにて送信 

議  題 

１・新入会員所属委員会及びカウンセラーの件  承認 

 

 

 

 

  前 回 の 例 会 （２／２７） 報 告 

 

点   鐘  飯田 貴之 会長 

出席報告 

会員総数 ２７ 名  出席規定除外数 ３ 名 

出席者   １８ 名  出席率     ７２．００ ％ 

２月６日         確定出席率  ７６．００ ％ 

来訪ロータリアン   

大里忠弘君                  （銚子ＲＣ） 

欠席者  ７名 

メークアップ  なし 

スモールコイン BOX      小 計 ￥  １，５００－ 

累 計 ￥ ３９，１９０－ 

ニコニコBOX          累 計 ￥１８９，０００－ 

３月のロータリーレート １＄＝１５１円 


